
北広島市子どもの権利条例検討委員会 

条例素案起草小委員会 

２００７年８月３１日 

 

２００７年８月２０日の会議のまとめと報告 

 

  出席：淺見、桑原、佐藤(将)、日諸、三浦 各委員、事務局 

欠席：有好委員 

 

≪会議の内容≫ 

 

１．顔合わせと意見交換 

子どもの権利条約、日本国憲法、各自治体の条例をもとに、各委員の思い・感想・意見

を出し合った。 

 

２．北広島市子どもの権利条例の「章立て（案）」を検討した。・・・別紙参照 

 

３．条例の前文に盛り込みたい「内容」「キーワード」「理念」などを出し合った。 

・・・別紙参照 

４．次回日程と内容 

  次回の小委員会は９月１４日（金）15:00～16:30 の予定。 

  主な内容は、「前文づくり」「アンケート結果をどのように条文・前文に活かすか」

について。 

 

≪まとめ≫ 

 

①条例を「おとな用」「子ども用」の二通り作るという意見が出た。反対はなかったが、

小委員会としての結論は出していないので、議論を継続する。 

 

②「条例をわかりやすいものにする」ということでは意見が一致した。仮に「おとな用」

「子ども用」の二通り作ることになった場合、「子ども用」はもちろん、「おとな用」も

わかりやすい表現を心がける。 

  

③むしろ、「おとなにこそ理解してほしい」という面がある。これから作る条例の理念を

理解していただくために、市民向けのＰＲが重要になる。 

 

④上記①～③の観点から、啓発小委員会、子ども小委員会との連携が重要になる。 

別紙 

 

※別紙の≪前文に盛り込みたい内容・キーワード≫は、会議の時間にゆとりがあったため、

当初の予定にはありませんでしたが、その場で出し合ったものです。今後さらに追加し、

検討していく予定です。 

 



≪子どもの権利条例の章立て（案）≫ 

 

※この案は、第１章から第８章までの大まかな内容を示すものであり、文言・表現につい

ては今後検討する。 

 

前文 

第１章 総則 

第２章 子どもの権利 

第３章 子どもの生活の場での権利の保障 

第４章 子どもの参加 

第５章 相談および救済 

第６章 市の施策 

第７章 子どもの権利の保障状況の検証 

第８章 雑則 

 

≪前文に盛り込みたい内容・キーワード≫ 

 

※各委員が出した意見を列挙したもの。さらにキーワードを追加した上で議論・検討する。 

 

〇子どもの権利条約 

〇憲法 

〇子どもは権利行使の主体（者） 

〇子どもはかけがえのない存在 

〇未来 

〇希望 

〇（子どもは）パートナー、「対等」 

〇子どもは一人ひとり違う（人と違う自分らしさを認められること） 

〇差別されない 

〇自己肯定感 

〇オアシスのように潤いのある社会 

〇子どもたちを健全なおとなに育てる大切な土壌 

〇おとな・地域の教育力 

〇子どもの権利の保障が、自己実現と社会発展に寄与する 

〇おとなは 子どもが学ぶ機会を確保し、愛情（と厳しさ？）をもって接する 

〇自分の権利－他者の権利の尊重 

〇地球市民 

〇平和（世界の平和） 

 


